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I 平成27年度環境生活部の組織

副長 型霊童 環境生活総務課

文化振興課

次長
（環境担当） c：：：：；：謀

次長
（人権・社会参画
．生活安全担当）

ミ企画班
総務斑
予算経理班

一一一一私学班

ミ文化企画碗
拠点連携斑
県史編さん班

てて地球温暖化対策斑
環境評価・活動班

烹大気環境斑
水環境班
生活排水・水道班

人権謀 一一一一人権班

男女共同参画ーNPO課てて一一男女共向参画斑
、~NPO！旺

てて多文化共生班
旅券既

交通安全・消費生活課雫て一一〈らし安全阻
＼手交通安全班

＼消費生活セン合一斑

廃棄物・リサイウル課 でミ丁ー廃護物政策班
＼＼、廃棄物税制・審5量販

＼リサイウJレ推進斑

廃棄物監視・指導課 『て一一広域指導斑
＼地域指導組

廃棄物適正処理PT 『て一一総務班
＼、環犠修復鼠
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多文化共生謀
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RDF・広域処理推進監
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地
域
機
関

総合博物館

美術館

斎宮歴史博物館

てて啓発課
相談課

ミ企薗総務課
情報相談課
資料調査謀

、経営企画課
広報・利用者サービス課
展示・資料情報課

てて総務課
学芸普及課

保健環境研究所 てて一一資線復潔研究課
（健康福祉部と共管） ＼＼潔境研究課



E 平成27年度当初予算（環境生活部関係）
圏一般会計 （単位千円｝

H27年度当初予算額 H26年度当初予算額 差引増減額 対 比

雄策
施 策 I 2月補正 I2月械亙 I 2月補正 Iz月椛正 I 2月補正

l 2月補E
番号 当初 当初 当初 当初 含みスベー含みベース 含みベース 吉みベース

132 
交通安全のまちづく 67,092! 67,092 113,928 ! 113,928 "'46,8361 企 46,836 58.9同： 589時
り

133 消確費保生活の安全の 63,085¥ 30,817¥ 93,902 削 111 23.442¥ 172,753 A則 2sj .& 1叩 1 42.3同i54.4 % 

151 
地球温暖化対策の

394,900 i 394,900 377,999; 377,999 16,901 I 16,901 1田5崎；附田
推進

152 廃棄物総合対策の 4.022.040 ! I 4.022剖8 3 052.4381 I 3.052.4 町内 970,410 131.8 % i 131.8 % 
推進

154 大気・水環境の保全 32,222! 558,618 623,706 ! 623,706 A 97,3101 A 65 088 84.4同i89.6同

211 人権づが尊重される社
会くり

504,697: 504,697 540.101 i 540,707 A 36叫A 36,010 93.3怖i93.3 % 

212 
男女共同参薗の社

24,2521 46,700 12,5781 1,588! 14,166 附 10! 32,534 178.5同i329.7拍
会づくり

213 
多文化共生社会づ〈 99,534 叫姉i 102,335 A 2,801 97.3 %! 97.3帖
り

214 
NPOの参画による 70.434 68,803 1,6.31 102.4 % : 102.4 ~色
『協商l]Jの社会づくり

261 文化の振興 9,1001 1,709,464 1,.324,447 i i 1即日 375,9171 385,017 128.4同i129.1 ~色

262 生涯学習の娠興 1,0吋 叫 1,116田6 m 吋 91.3,525 203,081 117.4砧I122.2軸

当部主担当施策計 140,631 ¥ 8,684,795 7,279,777 i. 即 30! 7,.30相 07 1,264,.38711379988 117.4 % I 118.9 % 

131 
犯罪に強いまちづく 1,273 l，叫 1,654 

企 3ベ A 381 77.0 % ! 77.0 % 
り

134 
薬物乱用防止等と医 579 578[ 578 1 100.2 % i 100.2 % 薬品の安全確保

153 
自然環境の保全と活 1,758 l,9441 1,944 企 1861 A 186 90.4 % I 90.4 % 
用

221 学力の向上 5,207,5431 1 5,201.543 7,121,932 ! I 7,121,932 " 1,914,389!" 1,914,389 13.1 % 1 73.l % 

343 国際戦略の推進 82,0吋 82,087 山； 81,136 95ti 951 川 %i川%

354 水の計資画源的の確保と土地
な利用 I 1.120，蜘 1,261,647 I i印刷7 A 134,7521企 134,752 制%I 89.3 % 

他部主担当施策計 oj 6,420,135 o! 84曲。891
A…ヤ…6

75.8 % 

人件設等 I 2.002.003 開 5,5191. A 53.45 98.0同i980同

合 計 17566.3621 140,631117,706，鵬 10,404.187 I m 叫1仰，217 A 837,8251 A 722,224 96.1目
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（参考）政策体系一覧

みえ県民力ビジョン行動計画 ※縞掛け環境生活部が主担当部局の施策

施

l定議菅理 I 111防災・減災対策の推進

112治山・治水・海岸保全の推進

113食の安全・安心の確保

114感染症の予防と体制の整備

2命を守る 1121医師確保と医療体制の整備

122がん対策の推進

123こころと身体の健康対策の推進

3暮らしを守る I 131犯罪に強いまちづくり

134薬物乱用防止等と医薬品の安全確保

4共生の福祉社会 r 141介護基盤整備などの高齢者福祉の充実

5濠扇定子る語読可語夜干士会

2薮育丙充実

3子どもの育t;E子育て

4ス来二ヲあ推進

5地蔵王丙主主携

6文化.！：：学:a

142隊がい者の自立と共生

143支え合いの福祉社会づくり

221学力の向上 ※某本事業22105私掌教育C握恩

222地域に関かれた学校づくり

223特別支援教育の充実

224学校における防災教育・防災対策の推進

231子どもの育ちを支える家庭・地域づくり

232子育て支援策の推進

233児童虐待の防止と社会的養護の推進

241学校スポーツと地域スポ｝ツの推進

242競技スポーツの推進

251南部地域の活性化

252東紀州地域の活性化

253 r美し国おこし・三重」の新たな推進

254農山漁村の振興

255市町との連携による地域活性化



l農林水産業

2 ij；長じんで多様な産業

3雇用の確保

4世界に関かれた三重

5安心と活力を生み出す基盤

311農林水産業のイノベーションの促進

312農業の振興

313林業の娠輿と森林づくり

314水産業の振興

321三重の強みを生かした事業環境の整備と企業誘致の推進

322ものづくり三重の推進

323地域の価値と魅力を生かした産業の振興

324中4、企業の技術カ向上支援と科学技術の振興

325新しいエネルギー社会の構築

331雇用への支援と職議能力開発

332働き続けることができる環境づくり

341三重県営業本部の展開

342観光産業の振興

343悶際戦略の推進

351道路網・港湾整備の推進

352公共交通網の整備

353快適な住まいまちづくり

354水資源の確保と土地の計爾的な利用

l「みえ県民カピジョンJの推進

2行財政改事の推進による県行政の自立運営

3行財政改革の推進による県財政の的確な運営

4適正な会計事務の確保

5市町との連携の強化

6広聴広報の充実

7 IT利活用の推進

B公共事業推進の支援
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m 主要施策

1 私学教育の振興について

私学課

1 現状

私立学校は、多様な建学の精神に基づき、独自の教育活動を展開するとともに、公

教育の一翼を担っており、本県の初等・中等教育において大変重要な役割を果たして

います。

このため、県では私立学校の教育環境の充実や保護者の経済的負担の軽減を図るた

め各種助成を行っています。

（幼稚園関係業務は、平成26年度に健康福千曲目子ども・家庭局〈移管）

2 課題

( 1 ）私学助成

長期的な児童生徒等の減少期にある私立学校の経営環境は大変厳しい状況となって

おり、引き続き、私立学校への支援を行っていく必要があります。（別紙1) 

（私立高校〔全日制〕生徒数：平成15年度12,017人→平成26年度10,774人、過去10年

間で1,243人の減少［A.10.3出］）

また、私立学校に修学する児童生徒等の保護者に対する経済的負担の軽減が求めら

れています。（月lj紙2～3)

(2）耐震化

私立学校のうち、高等学校においては、公立学校に比べて校舎の耐震化が遅れてい

る状況にあるため、引き続き、学校設置者による市捷化を促していく必要があります。

しかし、『糠化には多大な財政負担を伴うことなどから、一苦陣校において整備が遅

れている状況です。（平成26年4月1日現在、公立学校99.慨に対し、私立学校は92.9%

と、 A.6.1ポイントの格週明紙4)

5 



3 今後の取組方向

( 1 ）私学助成

私立学校の経常経費に対する補助金をはじめとして、各学校設置者に対し て引き

続き助成を行っていきます。

また、昨年度の国の就学支援金制度の変更をふまえ見直しを行った授業料減免補

助金、入学金補助金および奨学給付金の各種助成制度と就学支援金制度により保護者

負担の軽減を図っていきます。

( 2）耐震化

私立学校の校舎等の而様化は緊急の課題であるため、平成 24年度から 27年度ま

での4年間の選択・集中プログラム期間中に集中的に支援を行うこととし、 f私立学

校校舎等而様化劉諸費補助金Jlこより、私立学校の国：濃化に向けた取組を促します。

また、建物の構造体以外の天井材や照明器具など刻時造部材の而撰対策について

は、平成 26年度に各学校の現状およて瀧備計商にかかる調査を行いましたので、そ

の調査結果に基づき、効果的な対策の検討を行っていきます。

6 



jjlj紙1

【参考1］平成27年度私学関係当初予算〔事業費ベース〕

細事業名 当初予算額（千円） 対前年度比

（%） 

女私立高等学校等振興補助金 2,857,453 60.0 

女私立特別支援学校振貝輔助金 98,879 60.0 

女私立専修朝交振興補助金 27, 749 60.0 

女私立外国人学校振興補助金 7,200 60.0 

私立学校校舎等而撰｛瞳備費補助金 8, 750 38.6 

私立高等学校等就学支援金交付事業費 1,965,290 100. 9 

私立高等学校等教育費負扱軽減事業費 124, 151 101. 2 

その伽L学関連予算 ll8, 071 275. 7 

ぷ口〉、 言十 5,207,543 73. 1 

女骨格的予算として編成

［参考2］平成26年民怪常経費補助金生徒一人当たり補助単価と当初予算

＼ ＼＼＼  
学校 平成26年度経常経費補助金 平成26年度
数 生徒一人当たり補助単価（円） 当初予算額（千円）

高校（全日制） 13 317,249 3,403, 131 

高校（狭域通信制） 2 67,030 60,998 

中学校 10 309,581 849,491 

小学校 2 307,957 223,269 

（高等部）

特別支援朝交 1 
l, 618, 780 

164, 797 
（小中学部）

1,606,950 

7 



別紙2

［参考3］三重県の私立高等学校等における教育費負担軽減制度

①平成25年度から引き続き私立高等学校等に修学する生徒等

300,000円

匡薗 237,600円
(19,800円／月）

[]]jj 178,200内
(14,850円／月）

巴薗 118,800円
(9,900円／月）

授業料年額 300,000

円を上限に就学支援
授業事羽或免補助金

金と授業料との差額
（県単制度）

、て
を上乗せして助成

ト～～ （※県の上乗せとし

ハての上慨は
円）

9,900円×12月

=118,800円
、ー

59,400円

4,950円×12月

=59, 400円

ーーーーーー』ーーーーーーーーーー『『『再同 再 開 四 四 司 自 ー 四 四 回 岡 田 園 田 自 由 帽

就学支援金（所得制限なし） 9,900円ヰ12月＝118,800円

（密制度）

年収 250万円未
満程度の世帯

入学金補助金（県単制度）

8 

年収 350万円未 所得制限なし
満程度の世帯

1年次に生徒
等一人当たり
入学金の 1/2
を助成（上限
額は、 25,000

円）



日竺
CZ平成26年4月以降に私立高等学校等に入学する生徒等

300,000円

~ 297,000円
(24,750円／月）

249,600何

度直 237,600円
(19唱800円／月）

[[ffi 178, 200円
(14,850内／月）

国 118,800円
(9,900円／月）

高校生等奨学給
付金（県単制度）

教科書費、教材費

等格当額を給付

14,850伺×12月

=178, 200円

50,400円

9,900円×12月

=118, 800円

授業料減免補助金（県単制度）

授業料年額300,000円を上限
に就学支援金と授業料との
差額を上乗せして助成
（※県の上乗せとしての上

限額は3,000円）

授業料減免補助金（県単制度）

授業料年額249,600円を上限
に就学支援金と授業料との
差額を上乗せして助成
（※県の上乗せとしての上

限額は 12,000円）

4,950円×12月

=59,4州 I （加算なし）
同ーーーーーーーーーー－－但自由ー句、－－－－－－－－－－但自値目白山7四－-－ーー－-－白山ーーー白山

就学支援金

（国制度）

9,900円×12月=i118,800円

年l股250万河
未満程度の
世帯

入学金補助金： （県単制度）

9 

年収350万円
未満程度の
世帯

年収590万円
米協濃度の
世待

年収910万円
未満程度の
世帯

1年次に生徒等一人当た
り入学金の 1/2を助成
（上限額は、 25,000円）



5jlj紙4

［参考4］私立学校施設の商標化率の状況（平成26年4月1日現在）
（単位：%）

一～～～～～ 私立学校 公立学校 差

幼稚関 9 6. 1 1 0 0. 0 £.3. 9 

小朝交 1 0 0. 0 
9 8. 5 1. 5 

中朝交 1 0 0. 0 

高等学校 9 0. 2 1 0 0. 0 ..¥9. 8 

特別支援学校 6 6. 7 1 0 0. 0 A.33. 3 

合計 9 2. 9 9 9. 0 A. 6. 1 

助稚園関係、業務は、平成26年度に健康福中1皆目子ども・家庭局〈移管）

※上記の表は、公立学校の耐震化状況が集約中であるため平成26年4月1日現在

の対比としているが、私立の特別支援学校については、平成27年4月1日現在

で100%の而様化率となっている。
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2 文化”生涯学習の振興について

文化振興課

1 現状

県立の図書館、博物館、美術館、文化会館等の「文化と知的探求の拠点j を活用す

ることなどにより、文化・芸術にふれる機会や魅力ある学びの場の充実を図り、県民の

皆さんの文化芸芸術活動への参加をとおした幅広い交流や自らの知識・経験を生かした積

極的な活動を促進しています。

( 1 ）文化芸術活動の振興

県民の皆さんが多様な文化芸術にふれ親しみ、また、優れた成果を発表する場を

提供するため、各分野の文化団体と連携して、県展、県民文化祭、みえ音楽コンク

ールを「みえ文化芸術祭j として開催するとともに、文化団体の活動への助成や文

化に関する顕彰などを実施しています。

また、県内の文化芸術に関する情報の収集・発信や、まちかど博物館の自主的・

自立的な活動への支援等を行っています。

さらに、地域の歴史的・文化的資産に関する情報収集・整理を行い、県の歴史・

文化を集大成する fミ三重県史」の編さんを進めるとともに、歴史的公文書の選別、

保存を行い、調覧等の利用に供しています。

( 2）生涯学習の振興

高度化、専同化するさまざまな県民の学習ニーズに応え、より魅力ある学習の機会

を提供するためには、県立の文化・生涯学湾施設が、その機能を一層充実させる中

で、文化振興と生涯学習振興の取組を一体的に展開していくことが効果的です。

このため、以下のとおり、各施設について「文化と知的探求の拠点j としての機能

を充実し、拠点間連携及びさまざまな主体との連携による機能強化の取組を進めて

います。

①三重県立図書館

県立図書館では、「全県域・会関心層へのサービスj と f先進的なサービス」と

いう県民の皆さんへの「2つの約束j を掲げ、県の中央図書館として、三重県のす

べての地域と三重県に関心がある方々を意識し、提供する資料や情報に新たな価値

を付加することとして、課題解決支援、三重県関係資料の充実、県内図書館との連

携等の活動を通じて、三重県全体の図書館サービスの向上に取り組んでいます。今

後もこの基本的な方向・考え方に基づき、さらなるサービスの充実をめざします。

②三重累総合博物館

三重の自然と歴史・文化に関する資産の保全・継承、学びと交流を通じた人づく

りへの貢献、地域への誇りと愛着の醸成や地域づくりへの貢献を使命とする三重県

総合博物館（愛称： MieMu（みえむ））が、 4月19日で凋館一周年を迎えました。

今後とも、三重が持つ「多様性のカ」をテーマに、ともに考え、活動し、成長する

博物館をめざして、県民・利用者の皆さんとの協創、多様な主体との連携の視点で、

調査研究活動、収集保存活動、活用発信活動に取り組みます。
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③三重県立美術館

県内や国内外の著名作家の展覧会や作品の収集、三重県ゆかりの美術資料の研究

を行うとともに、美術館活動のPRや美術セミナーの開催、学校教育と連携した教

育普及活動を行っています。

今後とも、県民の皆さんが、感性を磨き、自己学習ができるような質の高い企商

農の開催等に取り組みます。

なお、本年度は、 9月28日から翌年2月8日まで一部休館し、企画展示室等のつ

り天井の改修を行うこととしています。

④三重県文化会館、三重県生涯学習センター

三重県文化会館では、県の文化発信拠点として芸術性の高い公演や伝統芸能の紹

介など、県民ニーズに応えた公演のほか、人材育成や他府県施設との連携による公演

の企雷、三重大学との協定に基づく講演会等の共同開催や講師の派遣など幅広い取

組を行っています。

三蓑県生涯学習センターでは、高等教育機関や市町と連携した「アカデミックセ

ミナー」「まなびいすとセミナーj を実施するなど、多様化・高度化する県民ニー

ズlこ応えた学習機会の提供に努めています。

⑤斎宮歴史博物館と国史跡斎宮跡の保存、活用

継続的かっ計画的な発掘調査を行うとともに、斎宮歴史博物館において、その成

果を生かした企画展示や平安時代の文化を体験できる参加型事業を行うなど、斎宮

跡の保存と普及・活用に取り組んでいます。

また、国史跡斎宮跡東部整備については、平安時代の斎宮が体感できるよう、本

年7月の完成をめざして、 3棟の復元建物の建築工事を進めています。

復元建物の完成後は、明和町など地元関係者と連携・協力しながら、史跡全体の

利活用と情報発信に取り組みます。

2 課題

( 1 ）新しいみえの文化振興方針の推進

「新しいみえの文化振興方針j （平成26年11月策定）に掲げた5つの施策の方向性

（①人材の育成、②歴史的資産等の継承・活用、③新たな価値の創出、④情報の受

発信、⑤文化の拠点機能の強化）に慕づき、文化振興施策を推進していく必要があ

ります。特に、今後は、 f人材の育成j と「文化の拠点機能の強イじ」に係る取組に注

力することが求められます。

(2）文化交流ゾーンを構成する県立文化施設の連携強化と運営手法の検討

文化交流ゾーンを構成する県立文化施設がそれぞれの独自性を生かしながら、集

積の利点を生かして、お互いの連携を強化することにより、一層魅力あふれる「県

民の学び・体験・交流の場j となるようその運営手法のあり方を検討する必要があ

ります。
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(3）文化にふれ親しむ機会の充実

県民一人ひとりが自ら文化芸術にふれ、学び、成果を高めあう機会や、互いに交

流し、活動の裾野を広げる機会をさらに充実させることが必要です。

(4）地域の紳を強めるための環境づくり

地域の中で発展してきた歴史的・文化的資産等を活用し、県民一人ひとりが地域

に対する愛着や誇りを育み、地域の緯を強めていく環境づくりが求められています。

3 今後の取組方向

( 1 ）新しいみえの文化振興方針の推進

市町や庁内関係部局などさまざまな主体と連携しながら、方針に掲げた5つの施

策の方向性、なかでも f人材の育成」と「文化の拠点機能の強化」に係る取組を重

点的に進めます。また、これらの施策の推進にあたっては、有識者による評価・推

進会議を開催して、専門的な視点から評価をいただき、方針の具現化を図っていき

ます。

( 2）文化交流ゾーンを犠成する県立文化施設の連携強化と運営手法の検討

文化交流ゾーンを構成する県立文化施設の運営手法については、三重県文化審議

会の答申や市町など関係機関のご意見をふまえながら、引き続き検討していきます。

また、県立文化施設が中核的な拠点としての機能を一層強化するとともに、各施

設が連携して事業を実施することにより、文化交流ゾーンの魅力を発信します。

(3）文化にふれ親しむ機会の充実

県民の皆さんが多様な文化芸術にふれ親しむ機会を提供するため、各種の公演、

講座、企商展など、各拠点が特色を生かした魅力ある事業を継続して展開します。

また、地域における文化団体の活動を支援するとともに、県民が成果を発表する

機会を提供します。

( 4）地域の幹を強めるための環境づくり

地域の主まざまな主体が行う地域の資産を生かした取組に対する支援や情報の収

集・発信を行うとともに、国史跡斎宮跡をはじめとする歴史的・文化的資産の調査

や保存、活用等を進めます。
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3 三重県総合博物館（Mie Mu）について
文化振興課

1 博物館の概要

三重の自然と歴史・文化に関する約 50万点の資料を収蔵する総合博物館として、平成
26年4月 19日に、津市一身図上津部田地内（三重県総合文化センター隣）に開館

＜使 命＞・三重の自然と歴史・文化に関する資産を保全・継承し、次代に生かす

博物館

・学びと交流を通じて人づくりに貢献する博物館

－地域への愛着と誇りを育み、地域づくりに貢献する博物館

＜テーマ＞三重が持つ「多様性の力」

＜活動理念＞ ともに考え、活動し、成長する博物館

2 平成26年度の取組概要

( 1 ）実施結果

平成26年度は、開館記念企画展を6回、県内の簿物館や企業との連携による交流展示
を3回、基本展示を補完するトヒoック展示を2回開催したほか、県民・利用者の方々の

多様なニーズにお応えするため、講座やワ｝クショップなどの事業を展開した結果、約

36万4千人の方に入館いただきました。（詳細は別紙1) 

(2）主な課題

①来館促進

引き続き多くの方々に来館し、ただくため、リピ｝ターの確保およびこれまでに博物館

に興味・関心がなかった層の掘り起しが必要であるほか、県内全域からの来館促進が課

題となっています。

②収入源の確保

持続的で安定的な経営基盤の確立を図るため、企業からのご支援（企業パートナーシ

ップ、コーポレーション・デ｝など）や外部資金の獲得など、多様な収入源の確保に向

けた取組を刻新実的に行う必要があります。

3 平成27年度の取組概要

( 1 ）来館促進に向けた取組

多様なテーマによる展示やイベントの実施により、三重の自然や歴史・文化を楽しく

学べるスポットとしての定着を図るとともに、県内全域からの来館促進に向け、教育委

員会との連携による学校への呼びかけや、県内各地のショッピングセンターにおけるP

Rコーナーなどの広報活動などに取り組みます。

①展示

来館いただくたびに新たな発見につながるよう、基本展示の内容をより深く理解し
ていただくための「スポットガイドJ（各コーナ｝の展示解説）やトピック展示を実施

し、リピーターの確保に努めます。

企画展示では、開館年にもましてさまざまな切り口のテーマで展開することにより、

Mi eMuの特色や魅力を発信していきます。

具体的には、モータースポーツファン層などにも一層ご来館いただけるよう、 Fl

をテーマとした展示を実施することなどにより、幅広い来館者の獲得に努めていきます。

（詳細は別添年間スケジュール）
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②交流創造活動
三重の自然と震史・文化に関するレフアレンス、情報の検索、図書や歴史的公文書

を含む博物館資料の閲覧などのサービスを提供することで、来館者の「知りたいJr学
びたいj 「調べたい」などのさまざまなニーズに応え、多くの方に何度でもお越しいた

だけるよう努めます。

また、博物館活動を進めていくうえで重要な基盤となる、県民の皆さんや多様な関
係機関・団体との連携（ボランティア制度、ミュージアム・パ」トナー制度、コーポレ

ーション・デーの実施など企業との連携、みんなでつくる博物館会議における意見聴取

など）により、活動と運営を展開します。

③アウトリーチ活動

地域の魅力の再発見や来館促進のため、地域の諮問体や市町との連携により、フィ

ーノレドワ｝クなどのアウトジーチ活動を、これまで実施していないエリアや、新たなテ

ーマで実施します。

④調査研究活動
大学や研究機関との連携により、多分野の研究領域による総合研究や共同研究、学芸

員がそれぞれの専門領域の調査研究を行う専門研究などを推進します。その成果は、企

画展示などで発信していきます。

(2）収入源確保に向けた取組

来館促進による観覧料収入の確保はもちろんのこと、昨年度に引き続き企業等に対し

て、寄附やパートナーシップ会員企業登録の維持・新規拡大を図り、さらにはコーポレーシ

ョン・デーの実施などを依頼していきます。

また、展覧会事業などへの補助金等の助成の申請や、ミュージアムショップをはじめ

とする施設の活用などにより、収入源確保に取り組んでいきます。

4 三重県総合博物館の整備にあたっての「7項目」

三重県総合博物館の整備にあたって示した「7項§IJを、三重県総合博物館協議会等

にもご意見をいただきながら取り組んでいくことにより、継続的で安定的な運営を行っ

ていきます。（詳細は別紙2)

5 当面の主な予定

（開催中） 交流展示「写真展・三重を彩る花々～藤原・御在所・朝熊

の花～J開催（5月3113 （日）まで）

（開催中） 企業との交流展示「関口照生写真展『地球の笑顔』j 開催

(6月14日（日）まで）

平成27年6月6日（土） 戦後70）青年記念事業トピック農「みんなの近くにも戦争の

キズあとがある～1945平和がこわれていた頃の記憶～」開

催（6月初日（日）まで）

平成27年6月13日（土） コーポレ｝ション・デーの開催

平成27年7月11日（土） 第7回企商膿「あんな虫、こんな虫、そんな虫～身近な小さ

な生きものたち～j開催（8月30日（日）まで）

平成27年9月19日（土） 第8因企画展「SUZUKA 夢と挑戦のステージ ～ホン

ダのFlと鈴鹿サ｝キット～」開催（11月15日（臼）まで）
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平成26年度の取組概要

1 入館者数（博物館への入館者総数（無料スペースのみの利用者を含む。））

364,292人（平成 26年4月 19日～平成 27年3月 31日）

団ヨ

2 展示観覧者数（基本展示及び企図展示の観覧者総数（無料観覧者数を含む。））

306,692人（平成 26年4月 19日～平成27年3月 31日）

( 1 ）基本展示

184,981人

( 2）企画展示

121, 711人

E差万内容 期間 観覧者数

Mi eM  u発進！ 4/19～ 5/18く27日間〉 38,591人

日本の心第62回神宮式年遷宮写真展 5/24～ 6/22 <26日閲〉 13,086人

でかいぞ ミエゾウ！～化石が語る巨 7/29～ 9/28 <54日間〉 37,899人

大ゾワの世界～

祈りと癒しの地熊野 10/11～11/24 <39日間〉 17,620人

ふたりのウェディング事情 1/10～ 3/ 8く50日間〉 11, 151人

親驚高田本山専修寺の至宝 3/21～ 5/10 <44日間〉 3,364人

（うち 26年度： 9日間） (26年度）

( 3）交流展示

27,952人

展示内容 期間 観覧者数

二重県博物館協会40周年記念我が 6/28～ 7/13 <14日間〉 8,906人

官官はここから始まった

四日市でカツオと野鳥をはぐくむ工場 10/ 4～11／担任5日間〉 13,404人

～たんけん味の素東海事業所～

二重のまちかど博物館展 12/ 2～12/23く19日間〉 5,642人

(4) トピック展示

12, 175人

展示内容 期間 観覧者数

Mi eM  u誕生物語～みんなでつく 4/19～ 6/22 <57日間〉 8,275人

った博物館～

くらしの道具 1/ 4～ 2/22く43日間〉 3,900人

3 子どもの利用状況

展示観覧者数 108,632人

うち学校による利用 321校 25, 711人（児童・生徒のみ）

（種類別）幼稚題等 38校、小学校 173校、中学校 36校、高校 15校、特別支援学校

59校
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（地域別）北勢49校、中南勢 179校、伊勢志摩 59校、伊賀 22校、東紀州 5校、

来外・海外7校
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( 2）学習支援活動

講演会、博物館講座、各種ワークショップなど、子どもたちをはじめとする

多くの県民の皆さんに三重の自然や歴史・文化に対する興味・関心をもっていた

だくきっかけづくりを目的とした学習支援活動を実施しました。

（例） Mi eMuセミナー、館長と歩こう！観察の森、さんちゃんのお食事会、

文化財探訪、古文書調査法研修講座、週末ワークショップなど

( 3）県民剛諸団体との交流

博物館活動を進めていくうえで重要な基盤となる、県民の皆さんや多様な関

係機関・団体との連携体制の構築を図りました。

（例）ミュージアム・パートナー制度の立ち上げ、みんなでつくる博物館会議

の開催、日本博物館協会大会（平成26年 11月に本県にて開催）におけ

るM i eMuの取組紹介及びエクスカーションの実施など
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回目
三重県総合博物館の整備にあたってのf7項目Jの取組状況について

項目 取組状況

①総事業費を含めた支出の節 平成25年6月の常任委員会において「収支計画Jをお示しし、これに基

減努力を不断に行う。段階的 づき平成27年度当初予算を編成しました。

な増収も盛り込んだ収入計画 ・平成27年度予算案（平成26年度2月補正予算を含む。）においては、歳

を立案し、年間の運営費4億 出予算額467,247千円（※）に対して県費は343,971千円（歳出予算

5千万円に対する県費負担に 額の約74%）を計上しました。※特殊要因を除く 別紙2-1

ついて、 2割程度削減するこ 多様な収入の確保に向けて企業等への苦手附・協賛依頼を実施し、平成

と 27年5月17日現在、開館以降の累計で、寄附84件（66,360千円）、パ

ートナーシップ会員145件（16,170千円）となっています。今後も引き

続き、登録済企業のフォローと参加企業の新規拡大に取り組んでいきま

す。

②入館者増、企業静らの寄付な 広報・利用者サ｝ピス謀を設け、戦略的・統一的に広報を十監護していま

どの収入増を実現するため、 す。

広報体制を強化すること －今まで博物館に奥1味がなかった方にも関心を持っていただけるよう、駅

看板やポスターやチラシの配布といった従来からの手法に加え、さまぎ

まなヱ夫をしながら、観覧者の増加に向けて努力しています。
※主な事例
・ショッヒ。ングセンタ－｛こてPRコーナーを設蜜
－家庭の日（毎月第3日曜日）にMieMuもしくは県立謝糊観覧券の半券を
連携店舗で提示すると、特別メニューやド、リンクサービス等が受けられる敬
組を期包
・ツイッターやフzイスブyクなどウェブ媒体を働＼旬の情報をいち早く提供
するとともに、利用者との交流の場として活用
－企業への訪問や県内商工会議所等の会合への参加を通じて、当館の取組
を説明
－企業の社内報等における館の案内や展示情報の掲載

③外部有識者による委員会を 開館後の遼営や経営のあり方についてご、意見を伺うため、三葉県総合

立ち上げ、第三者の視点ぬも 博物館経営向上懇話会を平成23年10月に設置し、活動と運営の倒温

博物館事業の経営面などに みに反映してきました。（開館までに12回開催）

ついて評価し、改善していく － 条例に基づく三重県総合博物館協議会を設置し、経営面に係るご意見

ための伽並みを早期に導入 も伺っていますo平成26年9月5日に第1回会合、平成27年3月4日に第

すること 2閉会合を開催しました。平成27年度についても2回の開催を予定して

おり、第1回は7月31日に開催予定です。

④多様なアイデアをもとに民間 － 寄附・協賛など資金的な協力だけでなく、展示やイベントでの樹動など、

の参画による経営基盤の確 さまざまな観的もの連携を実施しています。

立をはかること ※主Yぷ劃努事例
①コーポレーション・デー
（企業等の協賛により、特定の日の基本股矛岳競料を無料！＇.：.，協賛者は、チラ
シの百聞など自らの広報活動が可紘）
－平成26年度は4凹錨量（6/22・開ケーブノレコモンネット三重、6/29：三重県
信用農業協同組命車合会、8/9：附百互診断、9/27：中京テレビ放送鮒）
・平成27年度は、6/13（土）に今年度l回目を実総予定（実施者：附ケープ、ル
コモンネット三豊。このほかにも複数千士から開催の打診あり。
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②展示関係
・ ll霊示の企画、共同開催
・展示資料の借用
－展覧会関連イベントの企画・動包

③事業関係
－館内施設を利用したセミナーやイベントの共同開催
・百貨店の催事場やショッピングセンターにおけるPR展示やイベント勤包
・企業等が主催する三重の自然や歴史・文化をテーマとした講演会への講
師としての参加

－地域のレストランとの連携による観覧者への特典（特別メニュー、ドリンクサ
ーピス等）

④ミュージアム泊ップ関係
－地域のレストランとi劃発したオリジナル弁当、デザート等を開発して販売。ま
た、レストラン店績でもオリジナルメニューを販売（平成26年度）
－縄海挫業との連携によるMieMuオリジナノレ商品の企爾・販売

⑤現博物館について県費負担 －都市計画法その他の法令に基づく都市計画の変更等について、関係機
をかけないような解決策を示 関・部局との協議を;j.j摘しています。

すこと

⑥自然エネノレギーの活用につ 当初計画で、20kwとしていた太陽光ノ4ネノレについて、展示室屋根上部

いて、当初計画よりも一層拡 にlOOkw分を追加するとともに、総合博物館と総合文化センター立体駐

大すること 車湯を結ぶ連絡ブリッジの屋恨上部にも2.5kw分を設置しました。

－なお、地中熱を利用した水蓄熱空調システムについて、省エネ性・環境

性に優れるとともに、空調負荷の低コスト化を図ったことなどが評価さ

れ、平成26年7月16日に一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センターから

表彰を受けました。

⑦金銭価値では示せない社会 －地樹土会への影響・効果を表すための項目を洗い出して開面指標とし

への影響・効果を明示し、そ て設定し、開面と改善のためのしくみを翻需しました。

れらへの取組状況を確認す ・平成26年度は、言判簡に向けたデータ取得を進め、平成27年度から、三

るための評価と改善のしくみ 重県総合博物館協議会に設置した評価部会における分析や評価などを
をつくること 行い、今後の改善に反映させていきます。
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( 1 ）収入

項目

観覧料収入

企業からの協力

（企葬むいトナーシツプ等）

施翻舌用による収入

（ミュージアムショップ等）

その他事業関連収入

（資料利用収入等）

公的団体等の外部資金

事怒号（国交付金を含む）

外部資金を活用した基

金からの繰入

ω、計）県費以外の収入

県安

合計

(2）支出

項目

事業夜

維持管理費・一般管理費

人件費

合計

別紙2-1

平成2フ年度収支計画について

収支計画

（氾5.6提示）

42,000 

8,000 

10, 000 

2,500 

12,000 

9,000 

83,500 

345,500 

429,000 

収指十画

(H25. 6提示）

97,000 

140,000 

192,000 

429,000 

（単位：千円）

27年度（26年度2月補正＋27年度当初）

言十 特殊要閣を 特殊要因 特殊要因 備考

除いた金額 （※1) （※2) 

63,302 62,889 413 

6,990 6,990 

5, 540 5,540 

1, 215 1,215 

37,642 37,642 

9,000 9,000 

123,689 123,276 413 

362, 751 343, 971 12, 792 5, 9唱B

486,440 467,247 12, 792 6,401 

（単位：千四

27年度（26年度2月補正＋27年度当初）
備考

特殊婆因を
計

除いた金額

138, 785 136, 409 

147, 153 138, 756 

200,502 192,082 

486,440 467,247 

20 

特殊要因

（※1) 

4,372 

8,420 

12, 792 

特殊要因

（※2) 

2,376 

4,028 ［主な特殊要図］

澄気料金低上げ

I主f説将来嬰函l

現体制を品鮪

6,401 

（※1）消費税以外の要因

（※2）消費税の改正



4 人権施策の総合的な推進について

人権謀

1 現状

( 1 ）人権施策の総合的な推進

差別のない人権が尊重される社会の実現を目的として、平成9年に制定された「人

権が尊重される三重をつくる条例」に基づき、「三重県人権施策基本方針（以下、「基

本方針Jという9)Jを策定（平成18年3月に改定）し、総合的に人権施策を推進し

ています。

現在は、基本方針の推進計画である「第二次人権が尊重される三震をつくる行動

プラン（平成23年3月策定）（以下、「行動プランJという。）Jにより、全庁的に人

権縮策を推進するとともに、取組状況等を年次報告にまとめ、「三重県人権施策審議

会j に報告の上、県ホームページで公表しています。

(2）三重県人権センターの取組

県人権センタ｝は、平成8年11月に、本県の人権啓発を推進する拠点施設として

開設し、常設展示室・多目的ホーノレ等の施設を活用した啓発とともに、人権メッセ

｝ジ、ポスターの募集といった県民参加型の啓発やスポーツ組織と連携した啓発イ

ベントの開催等、多様な人権移発事業を展開しています。

また、センター内に人権相談窓口を設置し、関係機関と連携しながら、人権に係

るさまざまな相談に対応するとともに、県内相談機関の相談員等を対象に資質向上

を図るための研修会を開催し、人材育成を通じて相談体制の充実を図っています。

さらに、市町が設置している隣保館における相談事業や啓発、広報活動、地域交

流等の取組に対して、財政的な支援を行っています。

2 課題

( 1 ）基本方針の改定等

基本方針を平成18年3月に改定し、人権施策の体系を整備するとともに、行動プ

ランにより、人権施策を推進してきましたが、差別や暴力、いじめ、虐待などの人

権問題が依然として生じており、また、災害や貧困などの新たな課題への対応も必

要となっていることから、人権をめぐる社会状況の変化等をふまえて、基本方針を

改定するとともに、新たな行動プラン（仮称）の策定に取り組む必要があります。

(2）人権が尊重されるまちづくりの推進

住民組織、 Np 0 ・団体、企業など地域のさまざまな主体が行う研修会等に講師

を派遣し、人権が尊重されるまちづくりの取組を推進してきましたが、制度の活用

が十分でない地域もあることから、取組が県内全域に拡大するよう、市町等と連携

し、関係団体等への広報等に取り組む必要があります。
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( 3）人権意識の高揚に向けた人権啓発の推進

県民の人権意識は高まりつつありますが、誤った知識や偏見に基づく差別、子ど

もや高齢者への虐待、インタ｝ネット上の人権侵害の問題など、人権に関わるさま

ざまな問題が生じています。

このため、県民一人ひとりが、人権問題を自らの問題としてとらえ、主体的に取り

組んでいけるよう、国や市田了をはじめとするさまざまな主体と連携・協働しながら、

人権啓発の取組を一層推進していく必要があります。

( 4）多様化・複雑化する人権相談への対応

人権相談の内容は多様化・複雑化しており、個別の機関だけで棺談・支援を完結

することは困難なため、県人権センターと各相談機関との連携を強化していくため

の環境づくりや相談員等の資質向上を支援することが必要です。

3 今後の取組方向

( 1 ）基本方針の改定等

人権施策審議会の調査審議をふまえて、平成27年3月に f三重県人権施策慕本方

針（第二次改定）」の骨子案を取りまとめました。

今後は、平成27年度中を目途に、基本方針（第二次改定）を取りまとめるととも

に、あわせて新たな行動プラン（仮称）の策定に取り組みます。

( 2 ）人権が尊重されるまちづくりの推進

県内全域で住民組織、 Np 0 ・E体、企業など、地域のさまざまな主体による人

権の視点をベースにしたまちづくりの取組が進むよう、市町等と連携し、事業の周

知に努め、講師の派遣等を通じて、地域の自主的な取組を支援します。

( 3）人権意識の高揚に向けた人権啓発の推進

県民一人ひとりが、さまざまな人権問題に対し、自分自身の問題として認識し、

主体的に取り組んでいけるよう、県人権センターにおいて、人権メッセージ、ポス

ターの募集といった県民参加裂の啓発や、スポーツ組織と連携した啓発イベント、

県民人権講座や商業施設等での移動人権啓発事業などを実施し、多様な機会の提供

を通じて、より効果的な啓発活動を推進します。

(4）人権栂談体制の充実

多様化・複雑化している人権相談に対応するため、各相談機関のネットワークの

充実に努めるとともに、相談員等を対象としたスキノレアップ講座を開催し、相談員

等の資質向上を支援します。
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別紙

【人権施策体系図】 三重県人権施策基本方針（第一次改定）（平成18年3月改定）

｜ 人権が尊愛されるまちづくりのための施策 ll 
'Z向日一一一一叫品一一山＇＂＇~°＇＂＂＂＂＂~＇~＇＇＂一一叫戸ザ

β 

み件人権が贈されるまちづくり

% 

同人権尊重の視点はった行政の推進

万人権意識の寓揚のための施策
ち叫叫叩…品一一… 一

% 

~／~人権啓発の推進

匂人権教 育 の 推 進

i相談体制の充実 I 

iさまざまな人権侵害への対応｜

｜ちさ：空手元町？？竺……，，，，，，Jj
4 「同和問題
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5 男女共同参画社会の実現に向けた取組について

男女共同参画 ・NPO課

1 現状

f男は仕事、女は家庭Jという考え方に同感しない人の割合が徐々に場加するなど、

男女共同参画に対する県民の意識は向上していますが、家庭における家事・子育て・介

護は依然として女性が担うことが多い状況です。

また、女性の活躍推進が国の成長戦略の大きな柱に位置づけられる中、県内事業所に

おける管理職に占める女性の割合が 9.1% (H26.4.1現在）、県の管理職に占める女性

の害u合が 8.7%(H27.4.1開旬、県・市町の審議会等への女性委員の登用率が 25.8%

(H26.4.1現在）であり、指導的立場への女性参商は十分とは言えない状況にあります。

閉経会全体において、男女の蝋加古平等になっていると思います仇

平等である 男性の方が優遇されている 女性の方が優遇されている

H12年 1 2. 7事告 6 a. o~也 4. 8＇＞色

H25年 1 1. 5事也 7 2. 4 .. 也 1 2. 3号色

計26年 1 7. 5号也 6 1. 2 .. 也 9. 5号古

問 f男は仕事、女は家庭」という考え方がありますが、あなたはどう思いますか。

同感する

H12年 48. 4事告

H25年 40. 5g也

H26年 3 8. 9事も

2 課題

( 1 ）男女共同参画意識の向上

同感しない

46. 4＇＞も

55. 6事告

54. 5号古

H12男女共同参函に関するj県民動議と生活実1鶴間査

H25 e-そιY－による男女共同参画に隠するWトト

H26 e-Eヰーによる男女共同参画に関する7ントト

「第2次三重県男女共同参画基本計商（H23年度～H32年度）」（別＊Jt）にも掲げ

る「社会のあらゆる分野で 2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくと

も 30%1こするj等の目標達成に向け、県氏や市町、企業等への働きを強め、社会の

意識と環境を変えていくことが必要です。

(2）女性の活躍推進機運の醸成

昨年、経済団体等の支援を受け「女性の大活躍推進三重県会議j （図 1）を設置す

るとともに経営者や女性の部下を持つ男性管理職セミナ一等を開催しましたが、女性

の活躍推進の機還を高めるためには、企業・団体等の加入を増やしニーズに合った効

果的な事業展開を継続的に実施する必要があります。
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(3）女性に対する暴力の防止

男女共同参画社会を実現するためには、女性に対する暴力を許さない社会意識を醸

成するとともに、被害発生時の相談・支援体制の周知等が必要です。

3 今後の取組方向

( 1 ）男女共同参画意識の向上

①基本計聞の推進

第2次三葉県男女共同参商基本計画第一期実施計画の最終年度にあたって、三重

県男女共同参画審議会による知事への提言や評価をふまえ、より一層男女共同参画

の視点を持って施策・事業が実施されるよう各部局へ働きかけます。

また、新しく策定される県民力ビジョン・行動計画との整合を図りながら第二期

実施計画を策定するとともに、男女共同参画、女性の活躍等をより効果的に推進す

るため県民意識調査を期信します。

②男女共同参商覇哉の普及

県民の男女共同参画の理解と意識の向上を図るため、三重県男女共悶参画センタ

ー fフレンテみえ」において、情報発信、研修・学習、相談、調査研究等の事業を

市町等関係機関・団体等と連携しながら実施します。また、女性の活繭是進や男性

の育児参画などの具体的行動につながるようなフォーラム等を開催します。

(2）女性の活躍推進機運の醸成

① :ii::業等における女性の活関足進

女性活躍推進の機運を一層醸成するため、地域経済団体等と引き続き連携し、「女

性の大活躍推進三重県会議jへの加入を企業・団体等に働きかけるとともに、経営

者や男性管理職向けセミナーの開催、企業へのアド、パイザー派遣、女性人材の育成

とネットワーク交流会等を実施します。

②マタハラ、パタハラのない職場づくり

マタニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラスメントの防止に向けた企業等の

取組を促すため、各企業等が実施する恥組（企業ファミリーデー）を支援します。

また、大学生等を対象に、就職後のマタニティ・ハラスメント、パタニティ・ハラ

スメントの防止に向けた啓発を行います。

(3）女性に対する暴力の防止

① DV等の予防・啓発

DVをはじめとするあらゆる暴力を許さない社会意識の醸成に向けて、県民への

啓発を行うとともに、 DV被害者に相談・支援体制の情報が届くようDV相談先カ

ードを広く県内に配置します。また、高校生等の若年層に対して、デートD V予防

のための瞥発を行います。
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②性犯罪・性暴力被害者の支援

性犯罪・性暴力被害者からの相談に対応する専門窓口・支援体制（「みえ性暴力被

害者支援センター よりこ（6月1日開設予定）J）を設け、産婦人科連携病院の協

力による初期処置の支援をはじめとし、関係機関・団体等と連携した心理相談、法

律相談などを行うことで、被答者の心身の健康の回復に向けて総合的な支援を行っ

ていきます。（図2)

通墨画
資藤彰一株式会社三重銀行特溺顧問
伊藤恵子伊藤即瞬掠式会社専務取締役

※共事Z代畿綴

当旨員ミ： 援闘 がら
鰍名選:m燃？を

函1 女性の大活擢推進三重県会議
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"" 『、』

女性の相穣員

による電話相穣

性犯罪や性暴力被害の専

門的な相餓対応を行う女性

. 相E量員を配置して、安心して

相阪できる電I!相級窓口を

叡It、医療援関の紹介や付

添い、面後相級等、被害者

の希望に応じた対応を行う．

相韻専用ダイヤル（有料）
よりこ

059-253-4115 

繍厳時間 1舗寄ー16時｛土・日・篠田壷像〈｝

・身体的・繍神的1乙纏めて.い負担壷強いら九その繍締約シTノクや盆峰心からぷ書申告をためらうこ劫ゆい． 三..肉の
性I!.－知件.・司直書後いくつもの・聞に足を遭tJ.、その銀座、自身が体ーーした鎗容について奮し、剛こはその通電で傷ついたりするなどの二次

後容を受け、結局、何の支鍾も受けられないことも少な〈ない． ． 後容の滞在住が、性犯’E・性暴カ敏容の舞金壷a広大する.図となる． 『ι 性的$件の後書申告$ 18. 596 
平成B年SS件
平成24年万件

平成芯年回件

平成お年66件

児.相厳所

よりこ

初期産婦人科的処置（性I!~世症倹査、
緊急避妊簿｝の公費支出｛警察の制度に

よるものを除〈）や、必要に応じた繍神科

医の紹介を行う．

必要に応じて直後相畿、カウンセリング

を行う．｛原則、予約制）

・史量虐待t性的虐待｝に腐する繍..こ
対応

r•4•1!1J•，実・t・a】・壷』｛量Ill•合情史蹄.慮24.1,1!)

連携痛院等

（産婦人科・精神科等）

・医療的支II＜性犯罪・性.カ被害者に
Ellした対応）

・積書店の受理、警.の銅度による公
費支出等

公益栓園盗人

みえ犯罪被害者

総合支援センター

・犯.による被害相餓のあった寮件につ
いて、本人の希湿に応じた支媛

園、市町など

・倉子ラスt畏事塗・篠崎等7、餌抵周
優・周、女性相厳員との遺Eーなど

図2 「みえ性暴力被害者支援センター よりこ」の概要



別紙

「第2次三重県男女共同参画基本計画jの体系

（目標） （基本施策） （施策の方向）

一 1 県の審限会等委員への女性登用

2 県における女性職員等の釜用

I 政策 ・方針決定過程への男女共同多画 3 市町への働きかけ
の推進 4 110医者等への働きかけ

5 地減における男女共同参画への取組支媛

6 ポジティブ・アクションの普及と女性の社会多函への支緩

1 男女共同参画について県民の理解を深めるための広報・啓発の
充実

2 学校等における男女共同参画教育の推進
II 男女共同参画に関する意搬の普及と 3 生涯を通じた学習機会の充実

ドーー 教育の推進
4 .象者等に対する広報 ・啓発の充実

5 メディアへの対応

6 国際的な動きへの対応と活動支援

男

1 雇用の場における男女共同参画意織の普及

女 2 男女の均等な機会と待遇の確保の推進

m-r 雇用等の分野に 3 男女共同参画の視点に立った能力開発および能力発婦に対する
おける男女共同参 支後

共ー 函の推進 4 雇用環境の盤備や再就職への支媛
m 働く場

5 仕事と生活の鯛和 （ワーク・ライフ・バランス）の普及と働きにおける

同 男女共同 方の見直しの促進

司書画の捻
一 進 ー

参 1 方針決定の渇への男女共同参画の推進m-n 農林水産業、商
工業等の自営業に 2 経営能力や技術の向上支援

画
一 おける男女共同参 3 !U主的経営における働きの評価と就象環債の登備

函の推進
4 起業家等に対する支援

社

会
1 ヨ震度、 地減、職場におけるパフンスのとれた生活への支綴

一
N 家庭 ・地犠における男女共同参画の 2 多織なニーズに対応した子育て支媛
推進 3 介IIを支慢する環境の整備

の 4 地域活動における男女共同参画の促進

実

~ V-I 生涯を通じた男ー 1 生涯にわたる健康の管理・保持・増進の支援

現 v 心身の
女の健康と生活の 2 性と生殖に関する健康支援の充実

健康支ti-
支援 3 自立のための生活支援

ー
と性別に
基づく暴

1 関係機関の速鍵による支援体制等の.備
カ等への V-II 男女共同参画を 2 ドメスティック・バイオレンス対策の推進取組 」 阻害する暴力者事へ

3 セクシュアル・ハラスメント対策の推進の取組
4 性犯罪、売買春、ス トーカ一対策等の推進

a・・・・・・・・・・・．．．．．．．．，．．．．・ーーー・・・ーー・ーーー.......，ーーーー・ーーー・ーー・・ーー・ーー・・・ーー・ーーーーーーーーーーー・・ー・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・ーーー・・ー・，，．，，．．．．．．．．．．．．，，，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・.........・・・・・・・・・・・・...................ー・・・・・・・・・ー

1 県の推進体制の充実と率先実行

2 男女共同多面に関する実施計画の策定および飽策評価の実施

3 男女共同多函に関する調査・研究、情報の収集と漫供

計画の推進 ー
4 男女共同参画に関する相絞 ・苦情への対応

一 5 市町との協働

6 県民、 NPO、各種団体、 事業者、教育・研究機関等との遠鏡

7 男女共同参画センター 『フレンテみえ」の後能の充実

8 社会参画への支鑓の推進

一
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6 NP  Oの参画による地域社会づくりの推進について

男女共同参画・ Np O課

1 現状

( 1 ）県内Np O法人の状況

三重県が認証したNp O法人（※12_数は、平成 26年度末で 687法人ありますが

収入規模 500万円未満の法人が 46%、職員数5人未満の法人が 56%など、財政

カ・組織力の脆弱な法人が多い状況です。このうち、企業等が寄附をした場合、

税制上の優遇措置が受けられる対象となる認定Np O法人（※えは4法人となって

います。

また、 Np O法人の活動内訳は、「保健・医療・福祉jが最も多く、次いで fま

ちづくり」や「子どもの健全育成Jが多くなっています。

※1 所轄庁である三重県が設立認証したNPO法人

※2 三重県が設立認証した即日法人のうち、一定の基準に適合し三重県が認定したNPO法人

表 NP O法人の収入規模と職員数の割合

収入規模 比率 職員数 比率

5000万円以上 7. 7% 10人以上 24. 7% 

1000万円以上 5000万円未満 26. 7% 5～9人 19.3% 

500万円以上 1000万円未満 8.8% 3～4人 16. 0% 

500万円未満 46.0% l～2人 24.8% 56. 0% 

未提出 10. 8% 0人 15. 2% 

（出典：収入規模は平成25年提出分の率業報告率、職員数は平成24年3月三重県Np O法人活動

実態調査報告審）

(2) NP  O法人への支援及び情報発信等の取組

NP O法人の運営能力を強化し自主的な取組を促進するため、グレードアップ

セミナー等を開催するなど中間支援団体（※3）と連携した取組を進めています。

また、県では、 Np O活動への理解とともに県民の参加を促進するため、 12

月を「市民活動 ・NPO月間」と位置付け、各地域のNp Oと連携したPR活

動を行っています。また f市民活動・ボランティアニュースjや、県民・企業・

地縁団体等の協働の事例をとりまとめた「『新しい公共』のヒント集jを活用し、

NP O活動の情報を分かりやすく発信しています。

※3 市民活動や市民活動団体を支援する活動を行う団体
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(3）災害ボランティア支援の取組

「みえ災害ボランティア支援センタ｝設置マニュアル（風水害編）」を策定す

るとともに、平常時の fみえ災害ボランティア支援センター（※4）」のあり方を検

討するための意見交換会を開催しました。また、県内で大規模な災害が発生し

た際、迅速かっ機能的に専門性の高い支援活動ができる 2団体と協定を締結し

ています。

さらに、大規模災害時に継続的な被災者支援活動を行うために創設した「三重

県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金j の局知とともに、多く

の災害支援活動が実施できるよう企業等に協力を依頼した結果、 2,779,383円の

寄附をいただきました。

※4 三景県地域防災計画に位置づけられ、災害詩に各市町に設置される災害ボランティ

アセンターを後方支援する役割等を担う。

2 課題

( 1) NP  O法人の運営能力の強化及び情報発信等

NP  O法人の運営能力の強化や認定法人を増加させるため、引き続き組織運営

や会計等の支援を行う必要があります。特に、認定への意欲を示した法人や認定

申請に関する相談があった法人に対しては、より丁寧な対応が必要です。また、

NP  O活動に対する県民の理解を促進するため、 f市民活動・ Np O月間」を中

心に、中間支援団体とも連携しながら効果的な情報発信を行う必要があります。

(2）災害ボランテイア支援の体制強化

大規模災害時に、県内外から集まるボランティアを円滑に受け入れられるよう

みえ災害事ボランティア支援センタ｝の運営体制について、平常時の在り方も含め

て検討するとともに、現地災害ボランティアセンタ｝が円滑に運営できるよう、

関係者の連携強化を促進する必要があります。

また、「三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金j を県民に

広く認知していただくとともにさらに多くの寄附を呼びかける必要があります。

3 今後の取組方向

( 1) NP  O法人の運営能力の強化及び情報発信等

NP O法人の運営能力を強化するため、中間支援団体と連携して各種情報提供

や寄附・融資の活用等をテーマとしたセミナーを開催するなどの支援に努めます。

特に、認定法人の申請を検討する法人に対しては、個別相談を行うなどきめ細か

な対応を行っていきます。
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また、「市民活動 ・NPO月間」においては、 Np O活動に対する県民の理解

が進むよう「みえNp OネットワークセンターJ（※5) Jと連携しながら、効果的

な情報発信を行っていきます。

※5 県内の市民活動センターの中間支援団体の代表等が理事となり平成 23年に設立し

たNp O法人。みえ県民交流センター（アスト 3階）の指定管理事業者。

( 2）災害ボランティア支援の体制強化

みえ災害ボランティア支援センタ｝が大規模災害時に機能的・効果的な運営が

できるよう、日本赤十字社・社会福祉協議会等の意見を聞きながら検討するとと

もに、市町のマニュアル策定や訓練を通して、市町・社会福祉協議会等の現地災

害ボランティアセンター関係者の f顔の見える関係づくり Jを促します。

また、引き続き「三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金j

の周知と基金の増額に努めます。

NP  Oの参画による「協
創」の社会づくり

1 県民の社会参画活動への支援
県民の皆さんや企業等が、寄付やボランティアなど

により Np Oの活動に参画・支援しやすい仕組みを整
儲します。

2 NP  Oが活発に活動できる潔境の充実
活動基盤の整備や情報発信への支援などNp Oの中

部支援機能の強化に取り組みます。
また、災害時にNp Oが各分野で支援活動を展開で

きる環境を整備します。

3 NP  Oとさまざまな主体との「協創jの推進
NP  Oと企業等とのパートナーシップの促進など

「協創」の取級を充実していきます。

「『みえ県民力ビジョン』行動計画jから抜粋

図 「Np Oの参画による『協創』の社会づくりj 施策体系
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7 多文化共生社会づくりの推進について

多文化共生課

, 現状

( , ）県内の外国人住民数

三重県内の外国人住民数は、リーマン・ショックによる経済情勢等の悪化もあり平成

20年をピークに5年連続で減少しましたが、平成26年末には41,251人（対前年30人増）

となりました。日本人人口が減少 （対前年8,750人減）するなか、県内総人口に占める外

国人住民の比率は約2.22% （対前倒.01ポイント増）であり、全国的にも高い水準にあ

ります。（平成26年12月末県内総人口1,859,883人うち外国人住民41,251人）

国において、高度外国人材の受入環境の整備や外国人技能実習制度の見直し、留学生

30万人計画の実現に向けた支援の強化、外国人旅行者の受入環境の整備等が進められて

いることから、本県にあっても今後外国人住民数が増加することが予想されます。

60.000 

50.000 

40.000 

（人）
30.000 

20.000 

10.000 

0 

ー＋田外国人住民
総数

ー咽』ブラジル

一由一中国

ー＋ーフィリピン

一・一車量国又1立朝鮮

-4砂ーベJレー
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《仇常務総樹齢ぬ榊総粉、

図：三重県内の外国人住民数の推移（三重県環境生活部多文化共生課調べ）

表：平成26年末国籍別外国人住民数（三重県環境生活部多文化共生課調べ）

順位 国 籍 外国人住民数 構成比 前再末カもの地減数 酎陣刺もの増博司E

1 ブ、ラジル 11, 505人 27.鍬 .... 497人 企 4.1免

2 中国 8, 731人 21. 2第 企 284人 企 3.2覧

3 フィリピン 5,890人 14.3免 244人 4.3免

4 韓国文は朝鮮 5,103人 12. 4'免 .... 92人 企 1.8対

5 ベノレー 2,940人 7. 1免 .... 77人 .... 2.6% 

その 他 7,082人 17. 1覧 736人 11. 6% 

三 重 県 計 41,251人 100.側 30人 0. 1% 

中国には台湾出身者を含んでいます。
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(2）県の取組

こうした状況のもと、国籍や民族などの異なる人びとが、互いの文化的違いを認め合

い、対等な関係のもとで、地樹会会の構成員として安心して共に生きていける多文化共生

社会を築いていくことが求められており、平成23年3月に策定した「三事県国際化推進

ま齢十（第一次改訂）の体系J（別事氏）に基づき、市町やNPO、企業などの多様な主体

と連携・協働して多文化共生社会づくりを進めてきました。

（主な事業）

外国人住民が生活していく上で必要な行政・生活・教育等の情報の多言語ホームペ

ージでの提供

外国人住民の生活銀生にわたる相談に対応するための多言語による相談窓口の設置

および涯療通訳や災害時に外国人住民を支援する人材の育成

市町、経済団体、 NPO等との連携・協働による多文化共生に関する啓発の実施

2 課題

( 1 ）「多文化共生社会Jづくりに向けた今後の方向性の検討

今後は、今まで以上に多様な文化的背景をもっ外国人が日本で生活することになるこ

とから、地域事情に応じた生活支援のあり方や、より参加・参商しやすい地1掛主会のあ

り方などについて、その方向性を検討する必要があります。

( 2）言葉の壁や文化の濃い

外国人住民は、言葉の媛や文化の違いなどから、日本での生活に不安を抱いたり、時

には誤解を招いてしまうことがあります。市町窓口においては、転入時にゴミの出し方

などの身近な暮らし方についてのガイダンスが行われるようになりましたが、幅広い情

報提供には至っておらず、また日本語学習の環境も十分ではないことから、外国人住民

のコミュニケーションに関してきめ細かな支援が必要です。

(3）定住化に伴う問題の変化

日系人など身分や地位による在留資格を持つ人たちは、国の統計からは定住傾向が顕

著になってきていますが、定住化に伴い、医療や災害時などのさまざまな生活場面で問

題に遭遇し、しかも問題は多様化、梅悩じしていることから、総合的な相談などの支援

が必要です。

(4）支援を受ける側から地域社会の担い手へ

従来、支援を受ける側であった外国人住民ですが、今後は、地域社会を支える役割を

担うことが期待されています。そのため、外国人住民も地樹土会の一員として参加・参

画していくことが求められています。
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3 今後の耳綱方向

( 1 ）「三重県多文化共生社会づくり指針（仮称）」の策定

日本社会が少子高齢化・人口減少等といった大きな転換点にあり、今後より一層、「多

文化共生jの重要性が増すと考えられることから、「三三重県国際化推進指針（第一次改

訂）Jの成果と検証をふまえつつ、異なる文化的背景を生かして一緒に築いていく地域

社会をめざして、新たに「三重県多文化共生社会づくり指針（仮称）」を策定します。

( 2）コミュニケーション施策の推進

多言語ホームページがより多くの外国人住民に活用されるよう、対応言語数を4言語

（ポノレトガパ語、スペイン語、英語、臼本掛から6言語（フィリピノ語、中国語を追

加）に増やすとともに、防災や教育など外国人住民の関心が高い話題を取り上げるなど、

内容の充実を図ります。

また、外国人住民のコミュニケーション能力の向上に向け、日本語志津幕ボランティア

のネットワークの拡充を図るとともに、外国人住民の日本語力に合わせてわかりやすく

伝える fやさしい日本語」の普及に取り組みます。

(3）生活支援

定住化に伴い、多様化、宇野佐化する相談にも対応できるよう、市町をはじめとするさま

ざまな主体と連携した相談体制を構築します。また、医療通訳育成制~を3言語（ポルト

ガノレ語、スペイン語、フィリピノ語）から4言語（中国語を追力的で実施するとともに、災害時の

総合サポート体制の充実を図ります。

(4）多文化共生の地域づくり

外国人住民が組鰍土会の一員として、地域の防災活動や自治会活動とし、ったさまざま

な活動に主体的に参加・参画することで、日本人住民と一緒に地域を支え合うとともに

蝉或の活性化につなげることをめざす多文化共生の組織づくりに、県としても多様な主

体と連携して取り組みます。

34 



三重県国際化推進指針（第一次改訂）の体系

11多文怯生に向けた施策の方向性 11 

( 1 ）コミュニケーション施策の推進

①封搬における情報の多言諮化

②関本語・日本社会に関する学習支援

［主な事業｝コミュニケーション施策推進事業

( 2）生活支援

①崩宝②教育③労働蝶境

④医療、保縫、福祉等位防災⑥留学生支援

【主な事業】外国人住蹴恰サポート推進事業

(3）多文化共生の地域づくり

①地樹土会に対する意識啓発

②外国人住民の社会参画

［主な事業】多文化共生啓発・国際醜平推進事業
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8 交通安全対策の推進について

交通安全・消費生活課

1 現状

f第9次三重県交通安全計画J（計画期間：平成23年度～27年度）に基づき、市町、

警察、関係機関・団体等と連携しながら各種交通事故防止対策に取り組み、県民一人

ひとりが安全・安心を実感できるように、交通事故のない安全で安心なまちづくりを

進めています。

( 1 ）交通事故情勢

県内における「交通事故死者数Jは長期的には減少、傾向であり、ここ 3年は 100

人を切り、平成 25年は、昭和 29年以降で最少の死者数（94人）となったところで

したが、平成 26年は、交通事故死傷者数が前年より 2,150人減少した（10,829人）

にもかかわらず、死者数は 112人（18人増）となりました。

また、平成 20年以降、 65歳以上の高齢死者数が全死者数の半数以上を占める状況

が続いています。（「交通事故発生状況（表 1) J、1交通事故による死者数および死傷

者数の推移（図1) Jを参照）

死亡事故の主な特徴は、次のとおりです。

①高齢死者が増加

高齢死者数は57人（構成率50.9%）で、前年（49入、 52.1%）と比べ8人増加

②交通弱者（歩行中・自転車乗用中）が増加

交通弱者の死者数は 54人（構成率 48.2%）で前年（41人、構成率 43.6%) 

と比べ13人増加

※歩行中 36人（前年比＋ 3人）、自転車乗用中 18人（前年比＋10人）

③ シートベルトの非着用者が増加

四輪乗車中の死者 38人中、シ｝トベルト非替用者は 23人（非着用率 60.5%) 

で、シートベノレトを着用していれば助かったと推定される死者は 11人

※前年は死者39人中、シートベルト非着用者は 17人、非着用率43.6%

(2）飲酒運転事故の現状
ゼ口

県では、平成 25年6月に「三重県飲酒運転0をめざす条例i」を制定し、各種取組

を宇倍隼しているところです。

問条例に基づく基本計画をふまえ、規範意識の定着のため、警察、交通安全協会、
ぞロ

断酒新生会などの関係機関・団体と連携し、県内各地において飲酒運転0をめざす

キャンペーンやメッセージ運動を展開してきました。また、再発防止の取組として、

平成 26年4月から、飲酒運転違反者に対するアルコール依存症に関する受診義務

通知の取組も開始しました。（受診義務通知542件（平成27年3月末））

しかし、平成26年の飲酒運転事故件数は55件と平成25年より 8件減少したもの

の、死亡事故は9件（対前年比6件増）と、依然として悪質な飲酒運転による事故

はなくならない現状にあります。（「飲酒事故等の推移（図2)Jを参照）
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2 課題

( 1 ）交通死亡事故防止対策

交通安全対策全体として、現対策を強化・推進し、さらなる死亡事故防止対策を

講じていく必要があります。

①高齢者の死者数は、平成 20年以降、毎年、死者数全体の 50%以上を占めており、

県人口全体の高齢者割合も増加するなか、高齢者一人ひとりにくまなく広報啓発

が届くよう、より工夫した事業が必要です。

②歩行中、自転車乗用中の事故防止のため、特に子どもと高齢者に対する交通安全

教育針縫する必要があります。

③シートベノレトの着用率は、 97.1%で、上がりつつありますが、全国平均98.2%よ

り低いため、着用の徹底にカを入れる必要があります。

(2）飲酒運転の根絶

欽酒運転の根絶のために、規範意識の定着に向けた教育・啓発を行うとともに、

再発防止のため、アノレコ｝ノレ依存症に関する受診義務の周知徹底と受診しやすい環

境づくりを行う必要があります。

3 今後の取組方向

本県の交通事故発生状況等をふまえ、効果的な藤発活動等に取り組むとともに、「第

10次三葉県交通安全計爾」（平成28年度～32年度）の策定に着手します。

( 1 ）交通死亡事故の防止

①高齢者対策

老人クラブなど地域の交通安全活動に自ら取り組む高齢者（交通安全シノレバーリ

ーダー）を、研修カリキュラムなどの見直し・充実を図りながら、育成・活用する

（平成27年度250人、各自動車教習所）とともに、三重県交通安全研修センターに

新設したシミュレータによる体験や能力診断などによる、自覚や気づきを利用した

交通安全シノレバーリ｝ダーの育成（平成27年度50人、研修センター）もあわせて行

っていきます。

また、三重県交通安全母の会の取組として、「孫からおじいちゃん、おばあちゃ

んへの交通安全メッセージ」を募集、発表、表彰し、務発運動に広げていきます。

②歩行中、自転車乗用中の事故防止

交通安全研修センターにおいて、平成26年度に、歩符環境シミュレータや自転車

シミュレー夕、運転・歩行能力診断等の交通安全教育機器を導入し、歩行者・自転

車乗用者向けの交通安全教育を充実させました。特に子どもや高齢者を対象に機器

を活用した交通安全教育を行い、事故防止を図ります。

また、市町や企業等の職員など交通安全教育を推進する指導者の養成および資質

向上を図り、地域や職域で交通安全教育の浸透を図ります。

③シートベルト着用の徹底

四季の交通安全運動やさまざまな機会をとおし、関係機関・団体と連携して、全

ての座席でのシ｝トベノレト着用、チャイノレドシートの正しい着用徹底を広報啓発し

ます。
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また、平成27年1月からは、毎月11日の「交通安全の日jに、新たに「子どもの

交通事故防止とシ｝トベルトとチャイノレドシートの着用の徹底jを重点項目として

設定し、取組を強化しています。
ゼロ

(2）飲酒運転0をめざす取組

「三重県飲酒運転.oをめざす基本計画Jをふまえ、関係機関・団体と連携して

行う教育・啓発については、新たに、企業・団体等の協力をいただき、職域での

飲酒運転根絶のためのメッセージの収集・発信に取り組みます。

また、再発防止のためのアルコール依存症の受診義務の取組については、指定

医療機関を4月1日から 10機関追加する（合計 36機関）など、受診しやすい環

境を今後も整備するとともに、受診義務通知および飲酒運転とアルコール問題に

関する相談等の施策を着実に推進します。

｛参考］第9次三重県交通安全計画の目標

0交通事故死者数を、平成27年までに75人以下にする。

0交通事故死傷者数を、平成27年までに 11,800人以下にする。

表1 交通事故発生状況

第8次交通安全計画 第9次交通安全計画

区 分

H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 H26年

総事故件数（件） 62, 774 61, 793 60 399 63,005 62,436 63,642 64, 706 62,442 

人身事故件数（件） 12. 790 11,886 11, 372 11, 275 10,420 10, 155 9,804 8 100 

うち死亡事故（件） 117 109 109 125 89 93 90 109 

死者数（人） 118 110 112 135 95 95 94 112 

：梯高齢都総 ~§ 6通 宮里 7i §~ 努 i2 ~J 

ざ様域掛奪三予言 ~§~＂§見 ~Q:：；弱 再ド蛸 $g.同 弱点目 §§！鰯 母iヲ同 持通話

負傷者数（人） 16,957 15,608 15 126 14, 878 13,813 13,287 12, 885 10, 717 

死傷者数 （人） 17,075 15, 718 15 238 15,013 13,908 13 382 12,979 10,829 

物損事故件数 49,984 49,907 49,027 51, 730 52,016 53,487 54,902 54, 342 

人口 10万人当たり
14 11 10 2 16 10 14 3 

死者数ワースト順位
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9 安全で安，c,，なまちづ、くりの推進について

交通安全・消費生活課

1 現状

( 1 ）刑法犯発生（認ま日）件数の状況

県内の刑法犯発生（認、知）件数は、平成14年に戦後最惑を記録した後は、平成

20年まで6年連続で減少を続け、平成21年はわずかに増加したものの、平成22年

以降、再び減少し、平成26年は平成以後最少を記録しました。

【表1】 刑法犯の認知件数の推移（警察本部調べ） （件）

区分 H14年 ～ H22年 H23年 H24年 H25年 H26年

刑法犯総数 47,600 23,425 22,215 21,493 19, 726 17,550 

増減数 ＼＼＼  A2, 115 Al, 210 A722 Al, 767 A2, 176 

増減率 ＼＼＼  企8.3見 企5.2出 A3.3見 企8.2見 All.日時

街頭犯罪等※ 12, 760 3,824 3,641 3,458 3,359 2, 745 

増減数 ＼＼＼  A796 A183 企183 A99 A614 

増減率 ＼ ＼ ＼  A17.2% A4.8国 A5.0出 企2.9出 .A.18. 3首

※街頭犯罪等

寸五議 0忍込み O 自動車盗 Oひったくり O車上狙い

O 路上強盗 O強姦 O強制わいせつ O略取誘拐

(2）防犯対策の取組

「犯罪のない安全で安心な三重のまちづくり条例j を施行し、警察本部や教育

委員会等と連携して、各種の広報啓発や人材育成、防犯意識高揚のための講座や

フォーラムの開催などの施策を推進しています。

また、県内の自主防犯活動団体数は、平成15年に23団体であったものが、その

活動を促進するため、必要な情報の提供や支援を行った結果、平成26年12月末現

在、 609団体に増加し、各種の防犯活動が地域で実施されています。

［表2】 自主防犯活動団体数（警察本部調べ） ）
 

仲
T（

 
H15 I H16 I H17 I H18 I Hl9 I H20 I H21 I H22 I H23 I H24 I H25 I H26 
23 I 85 I 194 I 281 I 345 I 485 I 528 I 569 I 57 4 I 582 I 590 I 509 

( 3）暴力団排除の取組

「三重県暴力団排除条例j に基づき、警察本部、教育委員会と連携を図り、従

来の f警察対暴力団」から「社会対暴力団Jという体制を構築し、県民等の安全

で平穏な生活の確保に取り組んでいます。
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2 課題

( 1 ）主体的な防犯活動の促進

自主防犯活動閲体の構成員は半数近くが60歳以上と高齢化が進展し、自主活動

の低下が危f具されることから、今後も引き続き防犯意識の醸成と団体の若返りを

関り、地域住民による主体的な防犯活動が県内全域で活発に展開されていくため

の取組が必要です。

( 2）防犯カメラ設霞の必要性

高齢化する自主防犯団体の活動を補い、犯罪抑止に一定の効果が期待される防

犯カメラの設置を促進する必要があります。

( 3）「三重県暴力団排除条例」の浸透

f三重県暴力団排除条例Jは県、市町、県民、事業者等が一体となって暴力団

の排除にあたっていくこととしており、本条例の普及、浸透を図り、県民の皆さ

んや事業者に、暴力団排除の重要性について理解を深めていただくことが必要で

す。

3 今後の取組方向

( 1 ）防犯対策の推進と連携

「犯罪のないまちづくりリ｝ダー養成講座」や「安全安心まちづくりフォーラ

ムjの開催等により、自主防犯f活動団体の拡充及び充実を図ります。また、自主

防犯活動についての先進的な事例を紹介するなど情報提供を行い、地域における

防犯意識の醸成を図り、地域住民の主体的な防犯活動を促進します。これらの取

組については、関係部局が連携し総合的に推進していくとともに、県民、市町、

事業者、関係団体等の意見を聞きながら進めていきます。

( 2）防犯カメラ設置の促進

防犯カメラの設置は、構成員が高齢化している自主防犯活動団体の活動を補う

とともに、犯罪抑止に一定の効果が期待されるものですが、その一方で、偲人情

報である映像の取扱い等、設置に不安を感じる人もいます。

このことから、「三重県防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン（仮

称）Jを平成 27年中を目途に策定し、防犯カメラの有効性とプライバシーの保護

との調和を図る方法を示すことで、防犯カメラの設置を促進します。

c 3) r三重県暴力団排除条例j の周知と取組の推進

暴力団排除の気還を高めるため、警察本部、教育委員会と連携し、効果的、効

率的な広報啓発を実施するなど、暴力団排除に関する施策を一体となって推進し

ていきます。また、県が設置する公の施設における暴力団の利用の制限を行うた

め、警察本部等との連絡調整を行います。
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I 推進体制の整備

II 広報啓発と地域の

取組の支援

沼地域の環境づくり

の支援

1 意見交換による推進体制の充実

2 連携協力のための推進体制の充実

1 県民、事業者等への啓発活動

2 自主的な活動等に対する支援

1 学校、通学路等における安全の確保

別紙

2 安全・安心につながる道路、住まい、まちづくり

図安全安心のまちづ、くり 事業体系
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1 0 消費生活の安全の確保について

交通安全・消費生活課

1 現状

( 1 ）国の状況

国においては、消費者問題に関する基本的な政策の企画・立案や法執行等を行う消費

者庁、重要事故の調査審議等を行う消費者委員会、全国の消費生活センター等への相談

支援、研修、商品テスト等を行う独立行政法入国民生活センターが中心となって消費者

行政の推進の取組が進められてきました。また、封也方消費者行政活性化交付金により、

地方における相談体制の充実や消費者啓発等の取組を支援してきました。

(2）県の状況

県においても、閣の交付金を財源とする三重県消費者行政活性化基金を活用し、市町

等と連携して消費生活相談体制の充実や消費者啓発・消費者教育に取り組んできました。

市町における消費相談窓口については、現在全市町に設けられており、うち12市5町

で消費生活相談員が配置されています。市町相談窓口の利用も徐々に増えてきています。

県の相談件数については、長期的に減少傾向の中、平成25年度は健康食品の送り付け

商法が多くみられやや増加しましたが、平成26年度はそれが沈静化したことから再び減

少しました。また、相談内容としては、悪質サイトの架空語求等のデジタノレコンテンツ

に関する相談が最も多く、相談者の年代に関係なく増加しました（別紙1）。

2 諜題

( 1 ）消費者啓発・消費者教育の充実

商取引の複雑化、多様化に伴い、新たな消費者トラブノレが発生するとともに、悪質

商法の手口もますます巧妙化しており、引き続き、啓発チラシや県消費生活センター

のホ｝ムページで幅広く県民に注意を呼びかけ啓発するとともに、出前講座等による

学びの機会を提供し、消費者被害の未然防止に取り組むことが必要です。

また、高齢者の被害を防止するために、身近なところでの啓発の充実や見守り体制

の整備に取り組むことが必要です。

さらに、昨年度策定した「三重県消費者施策基本指針jの中で示した「三重県消費

者教育推進計画」を基本とする各施策に、具体的に取り組むことが必要です（別紙幻。

(2）市町における消費生活相談体制の充実・強化

現在12市5町で消費生活相談員による相談対応が行われていますが、相談員による

相談日が月に1回という市町もあることから、県民の皆さんが一番身近な市町で安心

して相談できるよう、相談日の拡充や相談員の配置など相談体制の充実・強化について

引き続き働きかけていくことが必要です。
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(3）事業者指導の取組

悪質な商取引による被害が依然として発生し、広域的に活動する事業者も多いこと

から、引き続き国や他都道府県およひ警察など関係機関との連携を強化し、事業者指

導に取り組んでいく必要があります。

また、平成26年度も食材の不適切表示が発生したことから、景品表示法改正の趣旨

をふまえながら、引き続き事業者に対する啓発や指導等に取り組んで、いく必要があり

ます（別紙3）。

3 今後の取組方向

( 1 ）消費者啓発・消費者教育の充実

消費者、事業者、行政等が連携する「みえ・くらしのネットワーク」の参加拡大と

活性化により、幅広く啓発活動を行うことで、消費者トラブルの未然防止、拡大防止

を図ります。

また、特に高齢者の被害防止のため、地域包括支援センターや老人会等に働きかけ、

消費者啓発地域リーダーの養成講底やフォローアップ研修を実施し、地域における自

主的な啓発活動を促します。

さらに、「三重県消費者教育推進計画j に基づく具体的な戚組として、青少年消費者

講座を実施するほか、教育委員会と連携して学校現場での啓発に取り組むなどしてい

きます。

( 2）市町における消費生活相談体制の充実・強化

三重県消費者行政活性化基金を活用し、地方消費者行政強化作戦（市町相談員の配

霞や研修参加、消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会の設置）に取り組むよ

う働きかけていきます。加えて、新たな地方消費斬子政推進交付金を活用して、相談体

制の整備を中心とした消費斬子政の充実を促進します（別紙4）。

また、相談体制が十分でない市町を市町ホットライン（相談支援直通電話）により

支援するとともに、単独での相談員の配置が難しい市町に対して、広域墓携による相談

体制の構築について助言や調整等を行っていきます。

(3）事業者指導の取組

改正された景品表示法や、特定商取引法等に基づき、的確に事業者指導を行ってい

きます。

また、国や東海4県（愛知・岐阜・静陪・三重訟で構成する「東海悪質事業者対策会

議Jr東海4県広告表示等適正化推進会議j等を通じて情報共有を図るなど、近隣県と

の連携を強化し、合同で行政処分や指導を実施するなど、効果的な事業者指導を進め

ていきます。
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別紙1
1市町の相談員配置状況（平成27年4月1日現在）

市町名 開設年月 相談員数 格昔話時間等

津市※ H19. 1 
6名

避5 平日 9:00～12 : 00 13：・00～16:00 
(1臼3名）

四日市市※ S47.6 3名 週5 平日 9: 08～12: 00 13:00～16・00
伊勢市※ H22. 10 3名 週5 平日 9:00～12 : 00 13:00～16: 00 

松阪市 H23.9 2名 週4 月・水～金曜日 g:oo～16：・00

桑名市 日19.6 4名
週5 月～金日程日 10:00～15：・。。

(1日2名）
鈴鹿・亀山

H18.4 3名 週5 平日 9:00～16: 00 
広場漣合※

名張市 H23.4 1名 週5 平日 8:30～17:15

鳥羽市 f也0.4
2名

週3 月・水・金曜日 g:oo～rn:oo 
(1日l名）

いなベ市 H21. 10 1名（職員） 週5 平日 8・30～17：・ 15

志摩市 H22.2 1名 週1 水曜日 8:30～11:15 

伊賀市 H23.4 1名 週3 月・水・金耀日 g:oo～16：・00

東員町 H23.6 1名 月2 第2・4月曜日 9・：oo～12:00

明和町 日22.10 l名 月1
第2火耀日 10:00～12:00 

13:00～15：・。。

大台町 H25.l 1名 月l
第2木曜日 10:00～12:00 

13:00～15:00※ー脅例外あり

玉城町 H23. 7 1名 週1 月曜日 g:oo～rn:oo 

南伊勢町 H22.4 1名 月1
第3水濯日 10:00～12.:00 (i南島庁舎）

14:00～rn:oo ＜南勢昨舎）
注．※印の市は、消焚生活センターを設置して相談員を配置。

参考：市町受理相談併数： 24年度 6,072件、 25年度 6,806件、 26年度 7,136件

2三重県消費生活センターにおける相談件数 （件）
＼＼＼＼  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

受付併二数 6,734 6,179 5,218 4,313 4,330 4,056 

対前年増減 191 .A.555 .A.961 .6.905 17 .6.274 

増減率 2.9% .6.8.2% .6.15.5% 企17.3% 0.4% .A.6.3出

うち苦情件数 6,175 5,739 4,847 4,023 4,095 3,861 

60歳以上の相談 1,438 1,430 1,274 1,175 1,358 1,190 

全体に占める害l恰 23.3% 24.9% 26.3% 29.2% 33.2% 30.8% 

注： 60歳以上の相談件数およて熔lj合は、苦情件数にカ功渇数イ底

［平成26年度相談件数と位3位］

1位デジタノレコンテンツ（出会い系サイト使用料金等の不当・架空請求） 895件

2位商品一般（はがきによる架空請求、高品を特定できない柑談） 182件

3位工事・建築（新築後の不具合や屋根工事、外壁塗装工事の訪問販売） 161件
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別紙2
3 「三重県消費者施策基本指針Jの体系（具体的展開）

第l項消費者の安全・安心の確保 ， 
｜｜ 

法令に基づく盤復・猿議消費者への適正方町泌躍な情報提供

自主的な取組等

0食の安全・安心の確保（食品の生産から消費までの

一貫した臨見・指導システムの確立の確保）

0製品等の安全の確保

I 0取号！の安全の確保

重 i I 0表示・言十量の適困じ

0生活関連物資の安定供給
県

消lI第2項 自主的かつ合理的な消費活動への支援（消費者教育推進計画

費目 I I ー 消費者市民役会形成に寄与するための治奏者教育の体系的・

者 l
効果釣な推進と実掛告書量カの育成

0ライフステ日ジにおける体系的な消費者教育の実施

施 l '¥I O消費者の特性・場の特性に応じた教育

策 l
0多様な主体聞との連携

0環境・食育・国際醐平に関する教育との有磯的連携

基 l ¥ 0消費生活情報の提供・発信

本ii第？？消費者被害の防止救済

指
様々 な主体が参覆した相談体帝jや兎守り体昔話防護立

｜｜ 0三車果消費生活センタ｝の相談機能の充実

0市町の相談体制充実に向けた支援

0多重債務者問題への対応

0消費者事故情報の迎車な収集・提供

0事業者指導の強化

0判断能力が十分でない高齢者等への支援

0紛争の適切かっ活塞な解決
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別紙3

4 事業者指導の実績

( 1）特定商取引法に基づく行政処分・行政指導

年度 行政処分 文設指導 呼出指導

20 1件 僚懇僻止3ヶ月）みそ販究

21 1件 住宅リフォーム

22 1件｜後務停止12.;-Jl）住宅リフォーム 3件 住宅リフォーム、新聞販売与印鑑

23 1件 G機停止3ヶ月）線開手絡げト 4件 住宅リフォーム2、新関販売2女

24 1件 俄務停止12ヶ月）みそ販売※ 3{1牛 みそ販売※ 3件 住宅リフォーム、覇市開舵包女

25 2｛牛 有雨期庇詰台、浄水機反売業者

26 3｛＇牛 住宅リブオーム、学習耕せ目、締醐手紹介

※ 4県合同（三笈J県・静岡県・愛知県・岐阜捕 食 3県1市合同（三重県・愛知県・岐阜県・名古康市）

(2）三；串県消費生活条例に基づく行政指導

年度 勧 告 文惑指導 呼出指導

24 1件 新開販売

25 

26 1件 通信事業

(3）景品表示法に基づく行尉鱒等

i皮｜ 鴻蹴 ｜ 口頭注意 団体同の要議

2 5 I 同様者 ｜ 1職者 メーカ」団体1、崎関係団体5 ※除用冷馳品

2 e I I 7事業者

※1 1都県合同概査による改慈磁青・三重県、茨城県、 4朔三県君主馬県、椅恐果、千葉県、東京都、神奈＇） II県

岐牟謀、官事問凹在、動口県
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5 三重県消費者行政活性化基金

（地方消費者行此活性化交付金から池方消費者行政推進交付金への移行）

(1）概要

別紙4

三重県消費者行政活性化基金は、地方消費斬子政活性化交付金により平成20年度末

に造成開始したもので、県・市町は、基金を活用して、消費者行政の活性化に向けた

さまざまな事業（市町相談体制の充実・強化事業や消費者教育・啓発の推進事業等）

を展開してきました。

しかし、平成26年度末に消費者庁が制度改JEを行い、これまで基金により実施して

いた事業は、新しく設けられた単年度の交付金である地方消費者行政推進交付金によ

り実施することとされ、三重県消費者行政活性化基金の残額は、平成29年度までの関

で、地方消費者行政強化作戦にのみ活用できるものとされました。

(2）平成27年度交付金活用予定額 62,831千円（消費生活センター分）

（参考）

「地方消費者行政強化作戦」 〔平成27年明 消費者庁〕

［趣旨］

消費者基材十部（平成27年3fl24臼閣議決定）を踏まえ、どこに住んでいても質の高い相談・

救済を受けられ、安全・安心が確保される出或体制を全国的に整備。

・封肋消費者行政のための交付金を通じ、地方における計画的・安定自抑制祖を支援

．地方の自主性・独自性を確保しつつ、交付金を通じた当面の政策医標を設定

［当面の政策目標］ （都道府県ごとに以下の目標の達成をめざし、取組を交関

＜政策目標1＞相談体制の斐白地域の解消
1-1 相談窓口来初置の自治体（市町村）を解消

＜政策目標2＞相談体制の貨の向上
2 1 i白星を生託センターの設立促進

（人口5万人以上の全市町及び人口5万人未満の市町村の50%以上）
［消費生活相談員］
2 2 管内自治体（市区町村）の50%以上に配置
2-3 資格保有率を75%以上に引き上げ
2 4 砂fl＠；参加率を100%に引き上げ（各年度）

＜政策目標3＞適格消費者団体の空白地域の解消
3-1 適格糊持団俸制枯しない3ブロック（東北、 1服、四闘における適格消費者間体の設立支援

※消Z身者全体の利益擁殺のために差止請求権を適切に行使することができる適樹主制荷えて
いるとして、内閣総理大臣が認定した1国持者団依

＜政策目標4＞消費者教育の推進
4-1 消費者教育推進計画の策定、消費者教育捻進制或協議会の設置往郊道府県・政令市）

＜政策目標5>r見守りネットワークJの構築
5-1 消費者安全確保雄減協議会の設援（人口5万λ以上の全市IITT)
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